
甲州ワイン海外プロモーション支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 甲州ワイン海外プロモーション支援事業費補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、山梨県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に

定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（補助金交付の目的） 

第２条 この補助金は、山梨県ワイン酒造協同組合・甲府商工会議所・甲州市商工会連

携体（以下「連携体」という。）が取り組む、販路拡大を図る事業（以下「補助事業」

という。）に対し、予算の範囲内で必要な経費の一部を補助することにより、本県ワ

イン産業のブランド化を推進することを目的とする。 

 

（補助金の交付の対象） 

第３条 連携体が行う海外輸出向けワインの製造開発や EU 諸国での試飲会など甲州

ワインの海外における販路拡大を図る事業に必要な経費であって、別表「補助対象経

費等」（以下「別表」という。）のうち、知事が必要かつ適当と認めるものとする。 

 

（補助率） 

第４条 知事が交付する補助金の補助率は、別表のとおりとする。 

  

（補助金交付の申請） 

第５条 連携体は補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金交付

申請書を知事に提出しなければならない。 

２ 前項の補助金交付申請にあたっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税のうち所得税法及び消費税法の

一部を改正する法律（平成６年法律第１０９号）、地方税法等の一部を改正する法

律（平成６年法律第１１１号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税

額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を

減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らか

でないものについては、この限りでない。 

 

（補助金交付の決定） 

第６条 知事は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内

容を審査の上、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、様式第２による補

助金交付決定通知書により連携体に通知するものとする。 

  なお、知事は必要に応じて、審査を行うために参考となる資料の提出を、連携体

に求めることができる。 

２ 知事は、前項による交付の決定にあたっては、前条第２項により補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたもの

については、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係

る仕入控除税額を減額するものとする。 

３ 知事は、前条第２項のただし書による交付の申請がなされたものについては、補



助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定

において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 連携体は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに

付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするとき

は、その交付決定の通知を受けた日から２０日以内にその旨を記載した書面を知事

に提出しなければならない。 

 

（補助事業の内容又は経費の配分の変更） 

第８条 連携体は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あ

らかじめ様式第３による補助事業変更承認申請書を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。 

  ただし、補助目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業能率の低下をもた

らさない事業内容の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わないもの及び補

助対象経費における各経費区分間におけるいずれか低い額の２０％以内の経費の配

分の変更についてはこの限りでない。 

２ 知事は、前項の承認に必要に応じ条件を付し、又はこれを変更することができる。 

 

（補助事業の中止又は廃止）  

第９条 連携体は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、様

式第４による補助事業中止（廃止）承認申請書を知事に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第10条 連携体は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

とき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに様式第５による補助事業

遅延等報告書を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

（遂行状況報告） 

第11条 知事は連携体に対して補助事業の遂行及び収支の状況について、必要に応じ

様式第６による補助事業遂行状況報告書の提出を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第12条 連携体は、補助事業が完了したとき若しくは第９条の規定による廃止の承認

を受けたときは、その日から起算して一箇月を経過した日又は補助金の交付を決定

した年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに様式第７による補助事業

実績報告書を知事に提出しなければならない。 

２ 連携体は、前項の実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額を減額して報告しなければならない。 

 



（補助金の額の確定等） 

第13条 知事は、前条第１項の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必

要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付

決定内容（第８条に基づく承認をした場合は、その承認した内容）及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、連携体に通知

するものとする。 

２ 知事は、連携体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるも

のとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内

に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて、年

１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の概算払及び精算払の請求） 

第14条 この補助金は、必要に応じて、概算払とすることができる。 

２ 連携体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするとき及び精算払を

受けようとするときは、様式第８－１による補助金概算払請求書又は様式第８－２

による補助金精算払請求書を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の経理等） 

第15条 連携体は、補助金に係る経理について、収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５

年間保存しておかなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第16条 連携体は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第９により

速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全額又は一部の返還を命ずる。 

 

  附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に

基づき交付された補助金については、この要綱は、この要綱の失効後も、なおその

効力を有する。 

 



    

別表  補助対象経費等  
 

補 助 対 象 経 費 

経費区分 経    費    内    容 

 

補助率 

謝 金 専門家謝金、講師謝金 

旅 費 専門家旅費、講師旅費、出展旅費、調査旅費、 

打合せ旅費 

庁 費 会場借上料、会場整備費、印刷製本費、資料購入（作

成）費、通信運搬費、広告宣伝費、通訳（翻訳）料、

食糧費、消耗品費、原材料費 

委 託 費 事業の一部を委託する経費 

その他 上記に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める

経費 

補助対象経費の 

 １／６以内 

 

 

 

 

 

 

 


